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独立行政法人改革に関する分科会 第 2WG(第 4回 )


議事次第


1.開会


2.総務省所管独立行政法人に係るヒアリング


(情報通信研究機構)


3.厚生労働省所管独立行政法人に係るヒアリング


(国立病院機構、労働者健康福祉機構、医薬品医療機器総合機


構、年金積立金管理運用独立行政法人、勤労者退職金共済機構


等)       |


4.閉会


【資料】


○ :総務省所管独立行政法人に係る法人シート


{様弐5)


○ 総務省所管独立行政法人資料


○ 厚生労働省所管独立行政法人に係る法人シート


(様式5)


○ 厚生労働省所管独立行政法人資料
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　今後、新たな独立行政法人制度・組織の見直し案が検討、提示されると承知しているが、国と一体的に行われ
ている事務・事業を主として担う法人や、研究開発などの事務・事業を担う法人など、それぞれの特性を踏ま
え、より効果的、効率的な業務を実施する観点から、総務省の政策との一体性を確保しつつ、より一層、柔軟か
つ機動的に業務が実施できるような大臣関与、組織運営、人事管理、会計等に関する枠組みを検討願いたい。


様式５


府省名 総務省


　独立行政法人制度についての総括的な意見








行政刷新会議
独立行政法人改革に関する分科会（第２ＷＧ）


提出資料







① 研究開発成果例







研究テーマ 研究開発期間 概 要


携帯電話用の新しい
電波の研究開発


（準マイクロ波帯
（1～3GHz帯）の開拓）


1984年～1989年


「準マイクロ波帯」の電波伝搬に関する研究成果を、携帯電話用の同
周波数帯を用いる携帯電話の標準、設計に反映。


1992年 ＩＴＵが準マイクロ波帯を移動通信に分配


1994年 ＮＴＴドコモ、東京デジタルホン（当時）、ツーカーホン関西
（当時）が新しい電波の使用を開始


現在 ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイルの携帯電話
サービスにおいて使用


ＶＬＢＩ基本システムの
研究開発


1975年～1998年


ＶＬＢＩ(超長基線電波干渉法)観測システムの研究開発を行い、世界
の基準座標系の日本基準点を決定するとともに、精密な地殻変動の観
測に成功。


1984年 日本とハワイ間の距離を精密に測定することに成功
（年間6.2cm短縮していることを世界ではじめて検出）


1994年 国連の機関である国際天文学連合及び国際測地学連合が
協力して行っている国際地球回転事業（地球の極軸等の動き
を観測する機関）より技術開発センターに指名。


1998年 国土地理院が国際測地VLBI観測実施のため導入。技術移
転を継続実施。


2001年 世界測地系による日本の基準点を決定。（従来より約450mの
補正）


NICTの研究開発成果例







NICTの研究開発成果例


研究テーマ 研究開発期間 概 要


標準電波及び標準時
の研究開発


1940年～現在


標準電波及び標準時の高精度化を実現。また、地球の運行に基づく
天文時系と原子時系との調整を行うため「閏秒」の挿入、高精度情報の
提供を実施。


1940年 短波局より標準電波で標準時を供給開始。


1995年 電話回線による高精度標準時供給開始


2006年 NICT開発の原子泉型一次周波数標準器が国際度量衡委員
会から認定され、協定世界時の校正への活用開始。


2010年 電子時刻認証のための時刻供給方式で、NICT提案がITU-R
で標準化。


現在 国内で出荷される時計の約半数は電波時計
世界標準時に対し、順位（重み付け）により米国海軍天文台
に続き世界第２位（10.4％）


電波の安全性に関す
る研究開発


1986年～現在


携帯電話端末等で使用される電波が人体で吸収される電力について
の電波防護指針の基盤となる測定法について、国際規格、国内規格の
策定に貢献。また、世界保健機関（ＷＨＯ）の国際電磁界プロジェクトに
も研究成果を反映。


1990年～ 電波防護指針策定


2005年～ 電波吸収量測定方法に関する国際標準策定







NICTの研究開発成果例


研究テーマ 研究開発期間 概 要


12GHz帯衛星放送や
30/20GHz帯の衛星
通信の研究開発


1977年～現在


12GHz帯放送衛星（ＢＳ）、30/20GHz帯通信衛星（ＣＳ）のミッション機
器の研究開発と各種実証実験を実施。世界に先駆けて、30/20GHz帯
を衛星通信に採用するとともに、降雨条件などを考慮した仕様に反映。


1964年 東京オリンピックの衛星中継伝送


1977年 実験用通信衛星さくら（CS）打ち上げ


1978年 実験用放送衛星ゆり（BS）打ち上げ


1983年 さくら２号（CS-2a)打ち上げ


1989年 NHKがBS本放送開始


現在 BSは1400万を超える世帯に普及。JCSAT, SUPERBIRD等の
通信衛星が運用


合成開口レーダーの


研究開発
1993年～現在


悪天候による雲や火山からの噴煙で視界が得られない状況において
も、上空から地表面の状況を航空写真のように把握できる世界トップレ
ベルのレーダを実現。現在も、高精度化、高速化を推進中。


2000年 三宅島、有珠山噴火による地形変化のデータを気象庁等の
関係機関に提供


2011年 新燃岳、東日本大震災のデータを内閣府、国交省等の関係
機関に提供







NICTの研究開発成果例


研究テーマ 研究開発期間 概 要


フォトニックネットワー
クの研究開発


1995年～現在


従来、光信号のオン－オフで通信していた光通信システムを多値変調
で高速化し、世界最速の変調技術を実現。将来の光通信システムの基
盤となるもの。次世代高速イーサネットを収容する広域伝送標準化にも
反映。


2004年 新しい多値変調技術を開発


2006年 伝送速度100Gbpsを実現（世界記録）


2009年 世界で出荷される40G長距離光伝送システムの約半分で採
用


2010年 チリの「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計国際プロジェクト」
に採用


2010年 光転送網（40GbE/100GbE）に関する国際標準策定







② 情報通信研究機構（NICT）と産総研における
情報関連の研究の違い







NICTと産総研における情報関連の研究の違い


情報通信研究機構（NICT） 産業技術総合研究所（AIST）


所管省庁 総務省 経済産業省


設置目的 情報の電磁的流通及び電波の利
用に関する技術の研究及び開発等を
目的として設置


産業技術の向上及びその成果の
普及等を目的として設置


具体例 ・ 情報通信ネットワークの高度化や


新たな電波利用を実現するための
技術などの研究開発


・ 半導体製造技術・大容量記録媒体


技術などの研究開発








府省名 厚生労働省


　独立行政法人制度の見直しについては、独立行政法人改革に関する分科会の議論を踏まえ検
討する必要があるが、現時点の厚生労働省としての意見は以下のとおり。


①　独立行政法人に一律の中期目標期間を設定するのではなく、例えば研究開発法人について
は、その研究の性質等を勘案し、中期目標期間を弾力化（現行３～５年間から10年間に変更
等）し、長期的なスパンで計画から評価までの流れを行う仕組みを構築できるようにする必要
がある。また、研究開発法人等については、短期的な業務効率化の目標よりも研究開発成果の
目標を主眼とすることが必要である。


②　自己収入がある場合の運営費交付金の減額措置について、自己収入の拡大に係るインセン
ティブを低下させない工夫が必要である。また、自己収入により得た剰余金の使途については
法人の裁量性を高めることも必要である。


③　毎年度の剰余金の使途に係る主務大臣の承認に時間を要することが、剰余金の活用を妨げ
ていることから、この承認を簡略化できる仕組みが必要である。


④　一律に人件費を削減するのではなく、
　・　国策として人員増を行っている法人
　・　専門技術等を有する者を多く雇用する法人
　・　基本的に自主財源で運営を行っている法人
等については、法人に一定の裁量を与えることが必要である。また、事業費等についても同様
である


様式５


　独立行政法人制度についての総括的な意見


である。


⑤　独立行政法人の担当省庁が内閣官房、総務省と分かれていると独立行政法人に関する調査
等の作業が煩雑となることから、独立行政法人の担当省庁を内閣官房、総務省のいずれかに一
本化することが必要である。


⑥　国の政策医療を担いつつ主として診療報酬による業務運営が行われている法人について
は、政策医療の質の向上と確実な実施を確保しつつ、自律的・効率的な経営が可能な仕組みと
する必要がある。


⑦　年金積立金管理運用独立行政法人については、巨額な年金資産の運用という特殊性に鑑
み、理事長一人に権限を集中させるのではなく、合議制による決定及び責任体制とすることが
必要である。








より良き医療のための新しい枠組を目指して
～民間的枠組で公的使命を果たす～


【基本的な考え方】


国立病院機構


・ 国立病院機構が担っている公的役割を堅持（結核・重症心身障害・心神喪失者等医療観察法等のセイフティネット系の医
療、地域医療のセイフティネット、大災害やパンデミック等の健康危機対応）
・ 全国１４４病院・職員５万３千人のネットワークを活かし、診療・臨床研究・教育研修を推進
・ 現場の医療人の努力を、患者の利益と医療の向上に還元できる民間的枠組へ


・ 国立病院機構が担っている公的役割を堅持（結核・重症心身障害・心神喪失者等医療観察法等のセイフティネット系の医
療、地域医療のセイフティネット、大災害やパンデミック等の健康危機対応）
・ 全国１４４病院・職員５万３千人のネットワークを活かし、診療・臨床研究・教育研修を推進
・ 現場の医療人の努力を、患者の利益と医療の向上に還元できる民間的枠組へ


【基本的な考え方】


現場 医療 努 を、 者 利 医療 民間 枠組現場 医療 努 を、 者 利 医療 民間 枠組


現 状 新しい枠組


・ 診療業務にも財政措置を行って


【運営費交付金】


・ 独立採算を基本とすることの明確化・ 診療業務にも財政措置を行って
きている


・ 独立採算を基本とすることの明確化
→ 国の財政措置に依存しない診療体制の確立


※ 臨床研究や教育研修など、国から付託された役割のうち不採算となるものについては、その範囲や額を精査して
国の財政措置


利益処分は 主務大臣が承認


【利益処分等】


・ 病院事業の特性を踏まえた利益処分


※  独法発足前の退職給付債務等は、財政措置
→ 責任区分を明確にし、健全な法人運営を確保し、新しい枠組へ円滑な移行


・ 利益処分は、主務大臣が承認


・ 政府調達に関する協定の対象
（約1.5～ 5.5月多く期間を要する）


・ 病院事業の特性を踏まえた利益処分
→ 医療機器や老朽化した建物整備等に投資し、医療現場の士気の向上


・ 政府調達に関する協定の対象から除外
→ 医療機器や医薬品の迅速な調達が可能に


・ 独法一律の総人件費削減


・ 公務員型による派遣・兼業の制限


【人件費管理等】
・ 自己収入を原資とする人件費の裁量性向上


→ 独立採算、医療の質の向上のため、医師・看護師をはじめとする医療従事者の確保


・ 脱公務員化
→ 民間との人事交流や事業協力の拡大


・ 政策医療の質の向上と確実な実
施を確保


【法人の目的】
・ 独立行政法人の枠組から離脱し、新たな国立病院の法人を目指す


民間 人事交流や事業協力 拡大






























